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○

民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
三
年
内
閣
府
令
第
六
十
五
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
一
条
～
第
四
条

（
略
）

第
一
条
～
第
四
条

（
略
）

（
公
共
施
設
等
運
営
権
実
施
契
約
に
定
め
る
事
項
等
）

第
五
条

法
第
二
十
二
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
そ
の
他
派
遣
職
員
を
当
該
業
務

に
従
事
さ
せ
る
こ
と
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
公
共
施
設
等
運
営
権
者
と
法
第
七
十

八
条
第
一
項
又
は
第
七
十
九
条
第
一
項
の
任
命
権
者
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
と

の
間
で
個
別
の
派
遣
職
員
の
当
該
公
共
施
設
等
運
営
権
者
に
お
け
る
報
酬
そ
の
他
の

勤
務
条
件
並
び
に
当
該
公
共
施
設
等
運
営
権
者
に
お
い
て
従
事
す
べ
き
業
務
及
び
業

務
に
従
事
す
べ
き
期
間
そ
の
他
当
該
派
遣
職
員
を
そ
の
業
務
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
に

関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
た
取
決
め
を
締
結
す
る
旨
を
含
む
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
取
決
め
で
定
め
る
個
別
の
派
遣
職
員
の
公
共
施
設
等
運
営
権
者
に
お
け
る

報
酬
は
、
法
第
七
十
八
条
第
一
項
又
は
第
七
十
九
条
第
一
項
の
要
請
に
応
じ
て
退
職

を
す
る
日
に
お
い
て
そ
の
者
の
受
け
る
給
与
額
を
基
準
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３

第
一
項
の
取
決
め
で
定
め
る
個
別
の
派
遣
職
員
の
公
共
施
設
等
運
営
権
者
に
お
い

て
従
事
す
べ
き
業
務
は
、
公
共
施
設
等
の
運
営
等
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技

能
を
必
要
と
す
る
業
務
を
主
た
る
内
容
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
取
決
め
で
定
め
る
個
別
の
派
遣
職
員
の
公
共
施
設
等
運
営
権
者
に
お
い

て
業
務
に
従
事
す
べ
き
期
間
は
、
法
第
七
十
八
条
第
一
項
又
は
第
七
十
九
条
第
一
項

の
要
請
に
応
じ
て
退
職
を
す
る
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内

の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
共
施
設
等
運
営
権
実
施
契
約
に
定
め
る
事
項
） 
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第
六
条

法
第
二
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、

第
五
条

法
第
二
十
二
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

第
七
条
～
第
十
二
条

（
略
）

第
六
条
～
第
十
一
条

（
略
） 
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